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平 成 ３ ０ 年 ９ 月 ２ ６ 日 

 東日本高速道路株式会社 

北 海 道 支 社 

 

料金精算機 運用開始料金所のお知らせ 

 

 
ＮＥＸＣＯ東日本北海道支社（札幌市厚別区）では、      道央自動車道（道央道）の落部インター

チェンジ（ＩＣ）他５料金所で、料金精算機の運用を開始しますのでお知らせします。 

今回の導入よって、北海道内では計１０料金所での運用となります。 

 

１．料金精算機の導入箇所（計６カ所） 

ＩＣ名 運用開始日 

道央道 落部ＩＣ 平成３０年１０月 １日（月） 

         〃   八雲ＩＣ 平成３０年１０月 ５日（金） 

〃   白老ＩＣ 平成３０年１０月２９日（月） 

〃   登別東ＩＣ 平成３０年１１月 １日（木） 

道東道 千歳東ＩＣ 平成３０年１１月２２日（木） 

〃   追分町ＩＣ 平成３０年１１月２２日（木） 

なお、運用開始日は変更となる場合があります。 

 

記事等でご紹介いただく際は、“ＮＥＸＣＯ東日本”または“ネクスコ東日本”の愛称ご使用にご協力をお願いいたします。 
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２．料金精算機導入の目的 

料金精算機は、これまで係員が対応してお客さまからの通行料金をお預かりしていたものを自動化 

し、お客さまご自身で機械を操作して、通行料金をお支払いいただくものです。 

当社では、将来にわたって効率的な料金収受体制を構築するため、料金精算機の整備を展開して

います。 

 

３．料金精算機の利用方法 

   別添チラシをご覧ください。 

 

 






